
令和8年度せんだいふれあいガイド作成等業務委託仕様書 

業務内容 
令和8年度せんだいふれあいガイドの作成及び掲載広告の募集、選定及

び広告作成等 

数    量 

12,000部 

納品時の梱包等については事業者からの提案に基づき、協議の上決

定。 

規  格 

サイズ A4版本文72ページ、表紙周り4ページ程度とすること。 

紙  質 

表紙：コート紙 

本文：上質紙 

グリーン購入法適合品であることが望ましい。 

不可能な場合は適合品以外も認めるが、古紙配合率は高いものとする

こと。 

製  本 無線綴じ 

履行期間・納期 
履行期間：令和8年4月1日から令和8年9月30日 

納期：令和8年9月30日（納入日は別途協議を行う） 

納入場所 

健康福祉局障害企画課及び障害企画課課が指定する各区役所・総合支

所障害高齢課、行政サービスセンター等（約10カ所）へ納期までに納

入すること。 

配  付 
対  象 障害者及びその関係者等 

方  法 各区役所・総合支所等で配布 

広告スペース 行政情報以外の部分 

その他 

留意事項 

●本業務のねらい 

 本市の各種制度や施設情報等を分かりやすく掲載し、主な配布ター

ゲットである障害のある方、支援者及びその関係者に活用してもらえ

るような冊子を発行すること。 

 

掲載する情報等については、下記のとおりとする。 

●表紙部分について 

(1) 視覚障害者や高齢者向けの「音声(SP)コード」を表示すること。

（半円状の切り欠き加工を行うこと）なお、音声（SP)コードのテキス

ト原稿は市より提供する。 

 

●行政情報部分について 

(1)本文及び索引のページは、4色カラー（CMYK）刷りとする。  

(2)原稿は障害企画課より原則的に電子データ又は紙で渡し、校正は4

回とする。 

(3)ページレイアウト、デザイン及びフォント等については、製作前に

協議する。なお、初回原稿として令和7年度版のデータは令和8年4月初

旬に提供する。 

(4)著作権及び成果物は、仙台市に帰属する。ただし、イラストや地図

等、著作権を譲渡できないものを除く。 

(5)完成品は印刷物とともに、地図・イラストを含むPDFデータを納品

すること。 

 

●行政情報以外の部分について 

(1)広告について 

①広告募集・営業は全て受託者が行うこと。 

②広告内に、広告である旨を明記すること。 

③広告の掲載にあたっては、障害企画課に広告原稿を入稿し、広告内

容等に関する障害企画課の審査を受け、承認を受ける必要がある（入

稿期限については、契約後別途指定する）。 



④広告掲載が望ましくない業種・内容は、仙台市広告掲載要綱・広告

掲載基準等の定めによる。 

⑤広告内容に関する一切の責任は、受託者または広告主が負うものと

し、仙台市は一切の責任及び負担を負わないものとする。 

⑥広告掲載に関する権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲

渡する場合は、あらかじめ、仙台市の承認を得ること。 

⑦広告は本文中の記事下部や表紙周り（表表紙を除く）に掲載するも

のとし、広告の面積の総和は15ページ以下とする。 

(2)広告以外の部分について（企画ページ等） 

①仙台市または仙台市の主要事業をわかりやすく紹介する企画ページ

を行政ページ冒頭にカラーで2ページ以上設けること。 

②行政情報以外の、受託者が独自に作成する情報を掲載する場合、作

成及び編集は、受託者が責任を持って行うこと。 

③行政情報以外に関しては、企画・作成・編集、それぞれの工程にお

いて、障害企画課に提示し、事前承認を受けること。 

(3)その他 

発注者が提供する行政情報は全て発注者に帰属し、受託者が作成する

情報や広告は受託者に帰属するものとする。 

 

●電子書籍の作成について 

(1)受託者はせんだいふれあいガイドに掲載された行政情報について、

PDF版の提供に加え、WEB環境を用いた電子書籍化を合わせて実施する

こと。 

(2)電子書籍は専用のアプリケーションをインストールすることなく、

ブラウザ上で閲覧可能とする方法が選択できること。 

(3)電子書籍は仙台市公式ホームページから自由に閲覧できるものとす

る。その他のサイトへの掲載・閲覧については協議によるものとする

が、有償を前提とした利用は不可とする。 

(4)発注者からの申し出があった場合には、受託者は電子版の内容を修

正すること。 

発行担当課 健康福祉局障害企画課 

備    考 納入先等詳細については、別途協議を行うこととする。 

 

 

 


